
様式Ｂ－２ 

広告募集案内【定価制】 
（印刷物広告掲載仕様書） 

 

令和９年二十歳の市民を祝うつどい記念冊子に広告を掲載する事業者を以下のとおり募集します。 

 

■対象印刷物 
名 称 令和９年二十歳の市民を祝うつどい記念冊子 

内 容 
式典プログラム、実行委員企画ページ、会場案

内図、注意事項、事務局ページ 等 

規格 
判 型 Ａ６判／４色刷り／両面印刷 

ページ数 24頁 

発 行 部 数  24,000部（見込み） 

発 行 頻 度  １回 

発 行 予 定  令和 ９年 １月 11日 

配 布 期 間  令和 ９年 １月 11日 

配 布 方 法  

(対象者・場所等) 

対象者：平成 18 年４月２日から平成 19 年４月

１日生まれの横浜市民のうち、式典当日の参加

者（昨年度参加者数：22,175人） 

場所：横浜アリーナ 

備 考 

全 24頁（予定）のうち、２頁広告枠を設ける予

定です。何頁目に掲載するかは本市が決定しま

す。 

 

■広告内容 

掲載場所 
スペース（縦×

横） 
枠数 

色数 広告料（１枠、税

込） 

記念冊子 148mm×105mm ２枠 ４色 97,000円 

※ 広告料には広告代理店手数料を含みます。 

※ 広告料のうち、22,000 円（税込み）は横浜アリーナの広告使用料として横浜アリーナにお支払いくだ

さい。（詳細は、下記「広告掲載に関する条件」参照） 

 

■広告掲載に関する条件 

横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準その他の広告関連規程を遵守してください。 

・広告原稿は、内容等事前に本市と協議するとともに、指定された期限までに入稿してください。広告掲載  

基準等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・横浜アリーナへの広告使用料を直接お支払いください。（付帯設備等使用料金臨時広告チラシ配布、令和

８年４月１日現在の金額） 

【参考：横浜アリーナ料金表】https://www.yokohama-arena.co.jp/organizer/use/fee.html 

・広告主に起因する苦情や、第三者に生じた損害賠償等に関しては、本市は一切責任を負わないこととしま 

す。 

・広告料は、本市の発行する納入通知書により、本市の指定する期限までに納入してください。 

・中止・延期・または開催方法を変更した（完全オンライン開催等）場合、広告料の負担は不要です。ただ 

し発生した費用についての補償はいたしません。 

・その他以下に掲げる広告は掲載できません。また、当該業種の事業者による申し込みは、受付できません。 

 (1)二十歳の市民を祝うつどい式典に参加する者には二十歳未満の者も含まれるため、酒類（ノンアルコ

ール飲料含む）、たばこ（喫煙マナー向上のための広告を含む）等、二十歳未満にふさわしくない広告。

ただし、「適正飲酒の普及啓発広告」はこの限りではない。 

 (2)霊園、墓地、墓石、葬儀社等、死を連想させる広告。 

 (3)学習塾、英会話教室、私立学校（大学除く）及び左記に準じる業種の広告は、本市へ事前に相談する

▼表紙画像：前回（令和８年１月）発行分 



ものとする。 

 (4)その他、事業の主旨及び社会的な状況を踏まえ、掲載が望ましくないと本市が判断した広告。 

 

■原稿の制作等 

初稿入稿締切 令和 ８年 ９月 30日（水） 

最終入稿締切 令和 ８年 10月 20日（火） 

※ 原稿右上に四角囲みで広告と明記してください。 

※ 広告掲載頁に、二十歳の市民を祝う言葉等を記載してください。（成人年齢が 18歳に引き下げられた

ため、「新成人」「成人」という言葉は使わないでください。） 

※ 広告料には制作費（版下・デザイン）は含んでおりません。完全データにて入稿してください。 

（データ形式：イラストレータまたは PDF、文字はアウトライン化、判型：A6サイズ） 

※ 初稿入稿締切までに初稿を提出し、原稿内容の審査を受けてください。 

広告掲載基準等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

※ 最終入稿締切までに審査が完了した原稿を提出してください。 

※ 入稿時には出力見本を添えてください。 
※ 入稿締切までに原稿をご提出いただけない場合には、広告を掲載できないこととなりますが、その場合

であっても広告料はお支払い頂きますのでご留意ください。 

※ 印刷見本の確認には対応できません。 

 

■申込み 

申 込 条 件 広告代理店のほか、広告主自らのお申込みも可能です。 

申 込 方 法 

申込書（別紙）をＥメール又は郵送で下記申込先へ送付してください。 

※１社につき１枠のお申込みが可能です。 

※お申込み時に広告主が決定していない場合は、決定後速やかに広告主の審査を 

受けてください。 

事業者選定方法 

先着順 

※１日単位で締めきります。同日に受けたお申込は同順位として取扱います。 

 同日内に空き枠数を超えたお申込があった場合は、横浜市が抽選を行い、決定し

ます。 

※「同日」の扱いは、原則開庁時間とします。（午後５時 15分より後に受領した申

込書は、翌開庁日の午後５時 15分までに受領した申込書と同順となります。） 

募 集 開 始 日  令和 ８年 ６月 10日（水） 

申 込 期 間 令和 ８年 ６月 10日（水）～令和 ８年 ７月 10日（金）（消印有効） 

申 込 先 

（担当課名）横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 

（所 在 地）〒231-0005横浜市中区本町 6丁目 50−10 

（T E L）045-671-3282 

（E メール）ky-seijinshiki@city.yokohama.lg.jp 

 



様式Ｃ－２ 
 

  年  月  日 

 

広告掲載申込書（印刷物・施設広告：先着順） 

 
横浜市長 

 

以下のとおり申し込みます。 

申 

込 

者 

所在地 
〒  - 

 
ふりがな 

名称 
 

 

代表者職名・氏名  

担当者 

部署名  

ふりがな 

氏名 
 

 

連絡先 
TEL/FAX TEL         ／FAX 

Eメール  

業種・事業内容  

ホ ー ム ペー ジ  

URL 
 

※「広告主」の欄は、申込者と異なる場合で決定済みの場合のみ記入してください。 

広 

告 

主 

所在地 
〒  - 

 
ふりがな 

名称 
 

 

業種・事業内容  

ホームページ 

URL 
 

申
込
内
容 

募集対象事業名称 令和９年二十歳の市民を祝うつどい  記念冊子 

広告内容 
 

 

個人情報の収集 

有 

・ 

無 

⇒有の場合（該当するものにチェックしてください） 
□名前 □住所 □電話番号 □E-mail □年齢 

□性別 □その他（     ） 

●収集対象（「例：「中学生以下」「65歳以上」」       ） 

●収集規模（「例：アンケート配布数 ○部」       ） 

誓
約
事
項 

・横浜市の広告関連規程を遵守します。 

・横浜市暴力団排除条例 第２条第２号から第５号に定められた者に該当しません。また、誓約事項に反しない

ことを確認するため、横浜市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、横浜市が本誓約

書及び該当役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意します。 

・横浜市税の滞納はありません。横浜市が申込者及び広告主の市税納付状況調査を行うこと、また、当該調査

により滞納を確認した場合には、滞納者の氏名等を公表する可能性があることに同意します。 

・申込者が広告代理店である場合、広告主に対して横浜市が定める広告料を超える金額で販売しません。 

・誓約事項と相違する事項が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方としないこと、

契約解除を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議の申立てを行いません。 

※ ご記入いただいた Eメールアドレス宛に横浜市広告情報メールマガジン（広告媒体に関するお知らせ）

の配信を希望されますか。 （ 希望する ・ 希望しない ・ 登録済 ） 


	依頼文・募集案内等（教育委員会）



